
条

例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
四
十
一
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
七
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
五
条
の
八

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ

る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
附
則
第

五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
法
第
三
十
七
条
の
三
及
び
法
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用

し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

⚒

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
（
法
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
判
定

を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
対
象
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
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一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者

等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で

除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は

そ
の
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に

は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
、
附
則

第
六
条
第
一
項
、
法
第
三
十
七
条
の
三
及
び
法
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

二

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
、
法
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九
ま
で
、
法
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
法
附
則

第
五
条
第
三
項
、
法
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
法
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
及
び
法
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額

⚓

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
附
則
第
五
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
（
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
五
条
の
九

令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
（
同
一
生
計
配
偶

者
（
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
法
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
法

第
三
十
七
条
の
三
及
び
法
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

⚒

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得

た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
上
げ
た
金

額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
、
附
則

第
六
条
第
一
項
、
法
第
三
十
七
条
の
三
及
び
法
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
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二

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
、
法
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九
ま
で
、
法
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
法
附
則

第
五
条
第
三
項
、
法
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
法
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
及
び
法
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額

附
則
第
七
条
の
四
の
二
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
六
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
七
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
七
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
の
二
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

附
則
第
五
条
の
八
及
び
附
則
第
五
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
九

第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。

附
則
第
十
四
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

附
則
第
五
条
の
八
及
び
附
則
第
五
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
二

項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

附
則
第
十
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

附
則
第
五
条
の
八
及
び
附
則
第
五
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
二

項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

附
則
第
十
七
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三

附
則
第
五
条
の
八
及
び
附
則
第
五
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
二

項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

附
則
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

附
則
第
五
条
の
八
及
び
附
則
第
五
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
九

第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。

附
則
第
十
七
条
の
四
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

附
則
第
五
条
の
八
及
び
附
則
第
五
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
九

第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

⚒

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。
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四

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


